
 

 

輪之内町特定不妊治療費助成事業 

輪之内町では、高額な医療費がかかる特定不妊治療(顕微授精及び体外受精)について、岐
阜県特定不妊治療費の助成を受けられた方への追加助成をしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●対 象 者 

次のすべてに該当する方 

(1)岐阜県特定不妊治療費助成事業の承認決定を受けている。 

(2)医療機関において令和８年４月１日以降に治療を開始した方。 

(3)他の市区町村から助成を受けていない、又は受ける予定がない。 

(4)特定不妊治療の開始時点において法律上の婚姻をされているご夫婦。 

(5)治療期間及び申請日のいずれにおいても夫又は妻のいずれか一方又は両方が町内 

に住所を有している。 

 

●助 成 額 

保険診療で実施した特定不妊治療等の自己負担額(高額療養費、付加給付金に該当する

場合はそれらを控除した額)から、岐阜県特定不妊治療費補助金交付事業により助成を受け

た額を除いた額の全額。（１回の治療期間につき 5万円を上限に助成） 

 

●手 続 き 

下記の書類をそろえて、岐阜県特定不妊治療費助成事業の助成承認決定を受けてから、 

3か月以内に下記のものを用意し輪之内町保健センターまで提出してください。 

   

 《手続きに必要なもの》 

①輪之内町特定不妊治療費助成申請書※ 

②特定不妊治療等を受けた医療機関発行の領収書の写し 

③高額療養費及び付加給付金の決定額が確認できる書類の写し（該当する方のみ） 

④岐阜県特定不妊治療費受診等証明書の写し 

⑤岐阜県特定不妊治療費補助金交付決定通知書の写し 

⑥事実婚関係に関する申立書･意向確認書(該当する方のみ)※ 

⑦請求書（日付を空欄）※ 

⑧印鑑 

⑨振込先の口座番号が分かるもの 

※の様式は保健センター窓口でお渡しか、町ホームページからダウンロードできます。 

                                 〈申請・お問い合わせ先〉 輪之内町保健センター  

                                               ℡ 0584-69-5155 


